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１ 総則

(高等学校教育の基本と教育課程の役割等)

(1) 高等学校学習指導要領（平成21年文部科学省告示第34号 （以下「現行高）

等学校学習指導要領」という ）第１章第１款，第４款，第５款（３の(4)。

を除く ）及び第６款の規定にかかわらず，高等学校学習指導要領（平成30。

年文部科学省告示第68号 （以下「新高等学校学習指導要領」という ）第） 。

１章第１款から第６款まで（第２款の３の(1)，(2)，及び(3)のコ並びに５

（３の(2)のアの(ｳ)を除く ）を除く ）の規定によるものとする。。 。

(福祉に属する科目)

(2) 福祉に属する科目については，現行高等学校学習指導要領第１章第２款の

「 」 ，「 ， 」３の表福祉の欄中 福祉情報活用 とあるのは 福祉情報活用 福祉情報

とする。

(総合的な探究の時間)

(3) 現行高等学校学習指導要領第２款及び第３款中「総合的な学習の時間」と

あるのは 「総合的な探究の時間」とする。，

(通信制の課程における教育課程の特例)

(4) 通信制の課程における教育課程の特例については，次に定めるところによ

るものとする。

ア 現行高等学校学習指導要領第１章第７款の規定のうち「第１款から第６

款まで（第４款，第５款の１並びに第５款の４の(4)のア及びイを除く ）。

に定めるところによる」の部分にかかわらず，現行高等学校学習指導要領

第１章第２款及び第３款，新高等学校学習指導要領第１章第１款，第２款

の１，２，３の(2)のアの(ｳ)及び(5)から(7)まで（(7)のエの(ｱ)及び(ｲ)

を除く ）並びに４並びに第３款から第６款まで並びにこの告示の第１項。

の(5)の規定によること。

イ 現行高等学校学習指導要領第１章第７款の１から５までの規定にかかわ

らず，新高等学校学習指導要領第１章第２款の５の(1)から(6)までの規定

によること。この場合において，新高等学校学習指導要領第１章第２款の

５の(3)中「理数に属する科目及び総合的な探究の時間」とあるのは 「総，



合的な探究の時間」と読み替えるものとする。

(道徳教育に関する配慮事項)

(5) 道徳教育に関する配慮事項については，現行高等学校学習指導要領第１章

第５款の３の(4)の規定にかかわらず，この告示の第１項の(1)から(4)まで

並びに現行高等学校学習指導要領第１章第２款及び第３款に示す事項に加

え，新高等学校学習指導要領第１章第７款の１から４までの規定に配慮する

ものとする。この場合において，新高等学校学習指導要領第１章第７款の１

中「公共」とあるのは「現代社会」とし，第７款の２中「特別の教科である

道徳」とあるのは 「道徳又は特別の教科である道徳」と読み替えるものと，

する。

２ 各教科等

(地理歴史)

(1) 地理歴史に属する科目の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第

２章第２節第２款第３の２の(2)のアの(ｱ)及び第４の２の(4)のアに規定す

る事項については，新高等学校学習指導要領第２章第２節第２款第３の３の

(2)のウ及び第４の３の(2)のクのうち領土の画定に関する規定をそれぞれ適

用するとともに，現行高等学校学習指導要領第５の２の(1)のア及び第６の

２の(2)のエに規定する事項については，新高等学校学習指導要領第２章第

２節第２款第１の３の(2)のアの(ｱ)及び第２の３の(2)のアの(ｵ)のうち我が

国の領域をめぐる問題に関する規定をそれぞれ適用するものとする。

(公民)

(2) 公民に属する科目の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第２章

第３節第２款第１の２の(2)のオに規定する事項については，新高等学校学

習指導要領第２章第３節第２款第１の３の(3)のカの(ｵ)のうち「国家主権，

領土（領海，領空を含む 」に関する規定を適用するとともに，現行高等。）

学校学習指導要領第２章第３節第２款第３の２の(1)のイに規定する事項に

ついては，新高等学校学習指導要領第２章第３節第２款第３の３の(2)のエ

の(ｲ)の規定を適用するものとする。

(保健体育)



(3) 保健体育に属する科目の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第

２章第６節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新高等学校学習

指導要領第２章第６節の規定によることができる。

(芸術)

(4) 芸術に属する科目の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第２章

第７節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新高等学校学習指導

要領第２章第７節の規定によることができる。

(家庭)

(5) 家庭に属する科目の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第２章

第９節第２款第１の２の(2)のエに規定する事項に，新高等学校学習指導要

領第２章第９節第２款第１の２のＣの(2)のアのうち契約の重要性及び消費

者保護の仕組みに関する規定に係る事項を加え，新高等学校学習指導要領第

２章第９節第２款第１の３の(2)のウのうち(2)のアに関する規定を適用する

とともに，現行高等学校学習指導要領第２章第９節第２款第２の２の(3)の

ウ及び第３の２の(2)のアに規定する事項に，高等学校学習指導要領第２章

第９節第２款第２の２のＣの(2)のアの(ｲ)のうち契約の重要性及び消費者保

護の仕組みに関する規定に係る事項を加え，新高等学校学習指導要領第２章

第９節第２款第２の３の(2)のウのうち(2)のアの(ｲ)に関する規定を適用す

るものとする。

(福祉)

(6) 福祉に属する科目の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第３章

第８節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新高等学校学習指導

要領第３章第８節の規定によることができる。

(体育)

(7) 体育に属する科目の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第３章

第10節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新高等学校学習指導

要領第３章第10節の規定によることができる。

(音楽)

(8) 音楽に属する科目の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第３章



第11節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新高等学校学習指導

要領第３章第11節の規定によることができる。

(美術)

(9) 美術に属する科目の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第３章

第12節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新高等学校学習指導

要領第３章第12節の規定によることができる。

(総合的な探究の時間)

(10) 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令（平成3

0年文部科学省令第28号）による改正後の学校教育法施行規則の一部を改正

する省令（平成30年文部科学省令第13号）による改正後の学校教育法施行規

則（昭和22年文部省令第11号）第83条に規定される総合的な探究の時間の指

導に当たっては，新高等学校学習指導要領第４章の規定によるものとする。

(特別活動)

(11) 特別活動の指導に当たっては，現行高等学校学習指導要領第５章の規定

にかかわらず，新高等学校学習指導要領第５章の規定によるものとする。

附 則

１ この告示は平成31年４月１日から施行する。ただし，第２項の(5)の規定

は，平成30年４月１日以降高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下

同じ ）に入学した生徒（学校教育法施行規則第91条（同令第113条第１項。

で準用する場合を含む。以下同じ ）の規定により入学した生徒で同日前に。

入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く ）に係る教育課程。

及び全課程の修了の認定から適用し，第１項の(3)及び第２項の(10)の規定

は，施行日以降高等学校に入学した生徒（学校教育法施行規則第91条の規定

により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修する

ものを除く ）に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。。

２ 平成31年３月31日以前に高等学校に入学した生徒（学校教育法施行規則第

91条の規定により同日後に入学した生徒で同日以前に入学した生徒に係る教

育課程により履修するものを含む ）に係る教育課程及び全課程の修了の認。



定については，新高等学校学習指導要領第１章第１款，第２款及び第４款並

びに第５章中「総合的な探究の時間」とあるのは 「総合的な学習の時間」，

と読み替えるものとする。


